
 
 

​ どこよりも生活安心パック　利用規約​  

 
株式会社どこよりも（以下「当社」といいます。）は、どこよりも生活安心パックサービス利用規約（以下「本規約」といいます。）を定
め、契約者（第２条で定義します。）に対し、どこよりも生活安心パックサービス（以下「本サービス」といいます。）を提供します。本
サービスの契約者は、本サービスの利用に際し、本規約の条項を遵守するものとします。 
 
第１条（本規約の適用関係） 
1.​ 本規約は、契約者と当社との間の本契約の一切の関係に適用され本契約を構成します。 
2.​ 本規約の内容と本規約外における本サービスのルール等とが矛盾抵触する場合、当該ルールに本規約の適用を除外にす

ることが特に規定されていない限り、本規約の規定が優先して適用されるものとします。 
3.​ 本規約の内容と本規約外における本サービスのルール等とが矛盾抵触しない場合、それらのルール等は、名称の如何に

かかわらず、本利用規約の一部を構成し、本契約の内容となるものとします。 
 
第２条（定義） 
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。 

(1)​ 「利用希望者」とは、本サービスの利用を希望する者をいいます。 
(2)​ 「本契約」とは、当社と本サービスの利用希望者との間で締結する本サービスの利用についての契約をいいます。 
(3)​ 「契約者」とは、本サービスについて当社との間で本契約を締結した者をいいます。 

 
第３条（本サービスの内容） 
1.​ 当社は、本サービスとして、次の各号に掲げるサービス（各々のサービスについては「個別サービス」といいます。）を提供し

ます。 
1​ 会員優待サービス 
2​ 近隣トラブル解決支援 
3​ 家電無料引き取り 

2.​ 個別サービスの詳細は、各別紙に定められるものとし、また、契約者は、個別サービスの利用にあたり、各別紙の内容に同
意するものとする。 

 
第４条（本サービスの変更） 
1.​ 当社は、予告なく本サービスを変更、停止又は中止（以下「変更等」といいます。）することができるものとし、契約者は予め

これを承諾するものとします。 
2.​ 当社は、前項の場合、契約者に対し、速やかにその内容について、WEBサイト、電子メール等の方法で告知するものとしま

す。 
3.​ 当社は、本サービスの変更等により、契約者が損害を被った場合においても、一切責任を負わないものとします。ただし。

当社は、契約者に不利益が生じないように配慮するものとします。 
 
第５条（当社からの通知） 
1.​ 当社から契約者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、電子メールの送付や当社WEBサイト上の掲示、そ

の他当社が適当と合理的に認める方法により行われるものとします。 
2.​ 前項の通知は、次の各号の場合にそれぞれ効力を生じるものとします。 

1​ 電子メールの送付による場合 
当社が契約者指定の電子メールアドレス宛てに電子メールを発信し、契約者指定の電子メールアドレスの属するメール
サーバーに到達した時点 

2​ WEBサイト上への掲示による場合 
当社WEBサイトにアップロードし、一般的に閲覧可能となった時点 

3.​ 契約者は、適時、電子メールの受信及び当社WEBサイトの閲覧を行うことにより、当社からの通知を遅滞なく確認する義務
を負うものとします。 

 
第６条（利用申込と本契約の成立） 
1.​ 利用希望者は、当社に対し、本規約を遵守することに同意し、かつ、契約者情報を当社の定める方法で当社に提供すること

により、本サービスの利用を申請することができます。 
2.​ 当社は、前項に基づき利用を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、利用を拒絶することがあり

ます。なお、当社は、契約者に対し、利用を拒絶した場合の理由を、説明する義務を負わないものとします。 
1​ 本規約に違反するおそれがあると当社が合理的に判断した場合 
2​ 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合 
3​ 過去に本サービス及び当社の関連会社が提供するサービスの利用を取り消された者である場合 
4​ 反社会的勢力等（第22条第1項第1号に定めます。以下同じ。）である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の

維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社
が判断した場合 

5​ その他、当社が利用を適当でないと合理的に判断した場合 
3.​ 当社は、前項その他当社の基準に従って、利用希望者の利用の可否を判断し、当社が利用を認める場合には、その旨を

利用希望者に対し通知します。かかる通知により、本契約が、契約者と当社の間に成立するものとします。 
 
第７条（届出事項の不備及び変更） 
1.​ 当社は、本サービス提供の前提となる契約者の情報の届出に不備又は変更があり、そのことを当社に通知しなかった場

合、契約者に対し、適切なサービスを提供することができなくなる場合があり、そのことを契約者は予め承諾するものとしま



す。 
2.​ 当社は、契約者に対し、前項の場合において契約者が不利益を負ったとしても、一切その責任を負わないものとします。 
 
第８条（本契約上の地位等） 
1.​ 本規約に基づいて発⽣する権利義務は、契約者に⼀⾝専属的に帰属するものとします。契約者は、当社の書⾯による事

前の承諾なく、本規約に基づく契約者の法律上の地位、権利または義務を、第三者に譲渡、貸与、名義変更、担保権設
定、その他の処分をし、又は相続等をさせることはできないものとします。  

2.​ 当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合（事業譲渡、会社分割その他本サービスに係る権利及び義務が移
転する⼀切の場合を含みます。）、当社は、当該事業の譲渡に伴い、契約者の本規約に基づく契約上の地位、権利及び義
務ならびにアカウント登録に伴い登録された情報その他の情報を、当該事業の譲受⼈に譲渡することができるものとし、契
約者は、かかる譲渡につき、予め承諾するものとします。 

3.​ 契約者は、当社が本契約に基づく債権を当社の関連会社又は第三者に対し譲渡することができることを予め承諾するもの
とします。 

 
第９条（アカウントID及びパスワード） 
1.​ 当社は、契約者に対し、必要に応じてアカウントID及びパスワードを付与することができるものとします。 
2.​ 契約者は、自己の責任において、本サービスに関するアカウントID及びパスワードを適切に管理保管するものとし、これを

第三者に利用させ、又は、貸与、譲渡、名義変更、売買等してはならないものとします。 
3.​ 契約者は、本サービスに関するパスワードの盗難、漏洩、管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損

害、損失及び支出（以下「損害等」といいます。）に関する一切の責任を負う者とし、当社は故意又は重大な過失がない限り
責任を負わないものとします。また、契約者の故意又は過失により本サービスに関するアカウントIDの不正利用等がなさ
れ、当社に損害等が生じた場合、契約者は、当社に対し、当該損害等を賠償するものとします。 

4.​ 契約者は、本サービスに関するパスワードが盗用され又は使用されていることが判明した場合、直ちにその旨を当社に通
知するとともに、当社の指示に従うものとします。 

 
第10条（利用料） 
1.​ 契約者は、当社に対し、別途定める（申込書、電子メール等にて通知するものとします。）本サービスの利用料金（以下「利

用料」といいます。）を支払うものとします。 
2.​ 当社は、契約者に対し、変更までの相当期間を定めた通知を行うことによって、利用料を変更することができるものとし、契

約者はこれを承諾するものとします。 
 
第11条（利用料の支払） 
1.​ 契約者は、当社に対し、前項で定める利用料を当月に締め切り、翌月末日限り、本契約で定めた支払方法で支払うものとし

ます。なお、利用料の支払いにかかる手数料は契約者の負担とします。 
2.​ 契約者は、利用料の支払いを遅滞した場合、当社に対し、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとしま

す。 
3.​ 契約者は、当社が、利用料及び本契約にかかるその他の金銭債権の収納を別途契約者に通知する収納代行会社に委託

することができることを予め承諾するものとします。 
 
第12条（契約期間） 
1.​ 本契約の契約期間は別紙に定めるとおりとします。 
2.​ 契約者は、当社に対し、解約希望月の25日までに解約の意思表示をすることで、解約希望月の末日をもって本契約を解除

することができるものとします。 
 
第13条（再委託） 
当社は、第三者に対し、本サービスに関する業務を委託することができるものとします。 
 
第14条（登録情報の開示） 
1.​ 契約者は、当社の業務委託先その他本サービスを提供するため必要な第三者に対し、契約者の情報（個人情報及び契約

者が当社に提供した資料に関する情報を含みます。）を提供することをあらかじめ承諾するものとします。 
2.​ 当社は、本サービスの提供の結果、当社関連会社による情報提供等が契約者の事業の経費削減・適正化に資すると当社

が合理的に認めた場合、当社の関連会社に契約者の情報を提供し、有益な情報・サービスの提供の申出をすることがある
ものとし、契約者はこのことを予め承諾するものとします。 

3.​ 契約者は、前二項の他、以下の項目に該当する場合、当社が契約者の情報を契約者の同意なく開示することを予め承諾
するものとします。 

1​ 契約者が、個人情報（契約者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等）の開示について同意した
場合。 

2​ 当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した契約者の情報を、個人を識別若しくは特定できない態様にて
開示する場合。 

3​ 裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令により開示を求められた場合。 
4​ 検察・警察・監督官庁・弁護士会等の公的機関により、適法・適式な開示請求がなされた場合 

 
第15条（本サービスの一時的な中断） 
1.​ 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合、契約者に対する事前の通知をなしに、一時的に本サービスを中断・遅延す

ることができるものとします。 
1​ 本サービスの提供の前提となる設備の保守を定期的に又は緊急に行う場合 
2​ 地震、噴火、洪水、津波等の自然災害、社会的に対応を要する疫病、火災、停電、戦争、争乱、暴動、労働争議その他

の事情により本サービスの提供が困難な場合 
3​ 当社が本サービスの提供のために利用している設備やサービス等が障害又は保守若しくはメンテナンス等のため利用

できなくなる場合 



4​ 前各号のほか、運用上及び技術上、当社が本サービスの一時的な中断を必要と合理的に判断した場合 
2.​ 当社は、前項各号のいずれか又はそれに類する事由により本サービスの提供に遅延又は中断等が生じた場合で当社に故

意又は重大な過失が認められないときは、一切責任を負わないものとします。 
3.​ 契約者は、第1項各号の事由が生じた場合においても、当社に対し利用料を支払う義務を免れないものとします。 
 
第16条（禁止行為） 
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判断する行為をしてはならないも
のとします。 

1​ 本契約に違反する行為 
2​ 他人の権利を侵害する行為 
3​ 犯罪行為に関連する行為 
4​ 公序良俗に反する行為 
5​ 法令に違反する行為又はそれに準ずる行為 
6​ 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為 
7​ 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 
8​ 本人以外の者に本サービスを利用させる行為 
9​ 本人以外の名義のクレジットカードを本サービスに関して使用することその他不正な方法で決済手段を利用する行為 
10​ 契約者が当社又はその子会社の事業と競合する事業を行う事業者又はその役職員である場合において、本サービスを

調査する目的で本サービスを利用する行為 
11​ 本サービスを利用して直接または間接的に本サービスと競合するようなサービスを作成および提供する行為（子会社を

して行う場合も含みます。） 
12​ 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、若しくは容易にする行為 
13​ その他、社会的状況その他の事情を勘案し当社が不適切と合理的に判断する行為 

 
第17条（情報の再利用の禁止） 
1.​ 契約者は、本サービスで得られた情報を利用して、本サービスと競業する事業（以下「競業事業」といいます。）を行ってはな

らないものとします。 
2.​ 契約者は、当社に対し、前項の場合、違約罰として、既に支払った又は支払う予定の利用料の３倍に相当する金額を支払

わなければならないものとします。 
3.​ 前項の規定は、当社の契約者に対する損害賠償を妨げないものとし、当社が、契約者に対し、当該損害賠償請求をする場

合、第２３条第３項は適用しないものとします。 
4.​ 当社が、契約者に対し、前項の損害賠償請求をする場合、契約者が競業事業により得た利益を、当社が被った損害と推定

するものとします。 
 
第18条（契約者が行う契約の解約）　 
契約者は、本契約を解約する場合、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。 
 
第19条（当社による本サービスの解約） 
1.​ 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、本契約の全部又は一部を解約できるものとします。なお、当社

は解約に代えて合理的な期間の間利用停止処分をおこなうことができるものとします。 
1​ 本契約に違反したとき。 
2​ 利用料の支払に遅延が生じたとき。 
3​ 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または滞納処分もしくは競売の申立を受け、または受けることが明白

であるとき。 
4​ 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、または特別清算手続開始を自ら申立、または第三者から申立

てられたとき。 
5​ 支払停止もしくは振出・引受・裏書をした手形、小切手が不渡りとなったとき。 
6​ 営業を停止したとき、または営業許可取消等の処分を受けたとき。 
7​ 解散決議をしたとき。 
8​ 役員、社員もしくは株主との紛争により正常な営業活動の遂行に著しい支障をきたしたとき。 
9​ 株主構成または経営主体の全部または一部に重大と認められる変更があり、正常な営業活動の遂行に著しい支障があ

ると認められるとき。 
10​ 財務状態が著しく悪化したとき。 
11​ 当社との間の信頼関係を著しく毀損したとき。 
12​ 当社の名誉、信用を毀損する行為がなされたとき。 
13​ その他本契約の継続を困難とする重大な事由が発生したとき。 

2.​ 契約者は、当社が前項に基づき本契約を解約した場合、当然に全債務の期限の利益を喪失し、ただちに債務全額を当社
に支払わなければならないものとします。 

3.​ 当社は、前項の規定により契約を解約した場合、契約者が既に当社に対して支払った本サービスの利用料等を返還しない
ものとします。 

4.​ 当社は、第1項の規定による本契約の解約により生じた損害に対し、一切その責任を負わないものとします。 
5.​ 当社は、合理的な理由が認められる場合、契約者に対し、1か月前までに通知することにより本契約を解約することができ

るものとします。 
 
第20条（会員情報等の取扱い）　　　 
1.​ 当社は、本サービスの提供に際して、契約者から取得する個人情報及び本サービスの利用に関し契約者から収集した情報

（以下「会員情報等」といいます。）について、個人情報保護法等の法令及び当社のプライバシーポリシーに則り取り扱うも
のとします。 

2.​ 当社は、契約者が当社に提供した会員情報等を、本サービスの提供及び運用、サービス内容の改良及び向上、本サービ
スの利用状況の把握等の目的のために利用し、又は個人を特定できない形での統計的な情報として、企業に対する提案



又はコンサルティング、新サービスの開発その他の目的のために利用することができるものとします。 
 
第21条（秘密保持） 
契約者は、本契約の有効期間中のみならず、本契約終了後においても、本契約の履行上知り得た当社の秘密情報（以下「秘密
情報」といいます。）について、これを厳重に管理するとともに、秘密を厳守し、本契約の目的以外のために、これを自ら使用、加
工、複製し、または第三者へ開示、漏洩し、もしくは使用させてはならないものとします。 
 
第22条（反社会的勢力の排除） 
1.​ 契約者は、当社に対し、本契約締結以前及び本契約期間中において自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が

次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約するものとします。 
1​ 反社会的勢力(｢暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律｣に定義する暴力団及びその関係団体又はその構

成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求
を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。以下｢反社会的勢力｣といいます。)ではないこと。 

2​ 主要な出資者､役職員又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。 
3​ 反社会的勢力を利用しないこと。 
4​ 反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと。 
5​ 反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。 

2.​ 契約者は、前項について自己の違反を発見した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。 
3.​ 当社は、契約者が前各項に違反した場合、催告その他の手続も要することなく、直ちに本契約を解約することができるもの

とします。 
 
第23条（損害賠償） 
1.​ 当社及び契約者は、相手方に対し、本契約上の義務違反により損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないも

のとします。 
2.​ 前項に定める損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害とするが、特別の事情により生じた損害であっても、被請求者がその

事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。 
3.​ 本契約に基づき当社が負う損害賠償額は、既に支払われた本サービスの利用料の3か月分を上限とします（本サービスの

利用期間が3か月に満たない場合は、3か月利用した場合に想定される利用料金の相当額を上限額とします。）。ただし、当
社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。 

 
第24条（本サービスの終了） 
1.​ 当社は、本サービスの全部又は一部を終了する場合、当社のWEBサイトに掲載又は電子メールその他の合理的な手段で

契約者に周知又は通知するものとします。 
2.​ 当社は、前項の手続きを経て本サービスの全部又は一部を終了した場合、契約者に対し、本サービスの終了に起因して生

じた損害、損失、その他費用について、責任を負わないものとします。 
 
第25条（相殺の禁止） 
契約者は、本規約に基づき当社に対して負担する債務を、当社が契約者に対して負担する債務をもって相殺することはできない
ものとします。 
 
第26条（権利の帰属）　 
1.​ 本サービス及び本サービスの利用により生じた知的財産権はすべて当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属し

ており、本契約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知
的財産権の使用許諾を意味しないものとします。 

2.​ 契約者は、当社に対し、本サービスの利用により得られた著作物に係る著作者人格権を行使しないものとします。 
 
第27条（表明保証） 
契約者は、以下の各号を表明し保証するものとします。 

1​ 本サービスの申込みにあたり記載した、契約者情報が完全かつ正確であること 
2​ 本サービスの利用にあたり、第三者のいかなる権利も侵害しないこと 
3​ 本サービスの利用にあたり、法令の違反若しくは不正な目的、意図をもっていないこと 
4​ 本サービスの利用にあたり、本規約に反しないこと 

 
第28条（免責） 
1.​ 当社は、本サービスの内容（システム等の本サービスを提供するための環境を含みます。）及び本サービスによる契約者の

目的達成について、その完全性、正確性、有用性及び適法性を保証しないものとします。 
2.​ 当社は、本サービスが、契約者の売上向上、経費削減、組織力強化、その他特定の目的への適合を保証しないものとしま

す。 
3.​ 本サービスに関連して利用者と他の利用者又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、利用者が自

己の責任によって解決するものとし、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。 
 
第29条（公開） 
当社は、契約者からの特段の申出がない場合、契約者の商号及びロゴを本サービス導入企業として公開することができるものと
します。 
 
第30条（分離可能性） 
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定
及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 
 
第31条（本規約の公表及び変更） 



1.​ 当社は、当社のWEBサイトその他当社が定める方法により、本規約を公表します。 
2.​ 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができます。 

1​ 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。 
2​ 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更

に係わる事情に照らして合理的なものであるとき。 
3.​ 当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の１ヶ月前までに、本規約を変更する旨及び変

更後の本規約の内容とその効力発生日を当社WEBサイトに掲示、または契約者に電子メールの送信、ＳＭＳの送信をする
方法により通知します。 

4.​ 変更後の本規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本規約の変更に同意したものと
みなします。 

 
第32条（準拠法及び合意管轄） 
1.​ 本規約は、日本国法に準拠し、解釈されるものとします。  
2.​ 本利用者と当社との間における紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
【制定　2025年5月14日】 
 
 
 

 



別紙1 
 
■プラン表 

プラン名 月額料金（税込） 契約期間 無料期間 サービス内容 

どこよりも生活安心パック 1,078円 1か月毎の 
自動更新 初月 

・会員優待サービス 
・近隣トラブル解決支援 
・家電無料引き取りサービス 

 
 

 



別紙2 
 

会員優待サービス 
サービス詳細 

 
第1条（サービス概要） 
本サービス（別紙2内においては「会員優待サービス」のことを指すものとします。）は、全国の登録施設で利用できる割引優待
サービスです。 
 
第2条（サービスのご利用に際して） 
本サービスの利用条件の詳細は、以下のとおり定めるものとします。 
契約者は本規約を遵守の上、本サービスをご利用ください。契約者が本サービスをご利用された場合、本規約の内容を承諾いた
だいたものとします。また本サービスのうち、一部のサービスでは利用規約等を別途定める場合があります。その場合、それらも
合わせてご参照いただき、承諾いただいた上で各サービスをご利用下さい。 
 
第3条（サービスの人的範囲） 
契約者の他、同居の親族（二親等）まで、本サービスを利用することができるものとします。 
 
第4条（利用者の心得） 
契約者（前条に定める同居の親族も含みます。）が本サービスを利用するときは、会員証（会員画面）を提示しなければなりませ
ん。 
 
第5条（遵守事項） 
1.​ 別途料金を要するサービスの提供を受けるには、当該料金を支払わなければなりません。 
2.​ 本サービスの利用に際しては、その対象施設等の利用契約に従い、万一その施設等に対して故意または過失により損害

を与えたとき、契約者はその損害を賠償しなければなりません。 
3.​ 契約者及び同居の親族以外の第三者に対して、会員ID及びパスワードを譲渡または貸与するなどして本サービスを利用さ

せてはなりません。 
4.​ 本サービスを利用するに際し、当社の名誉信用を害するような行為をしてはなりません。 
 

 



別紙3 
 

近隣トラブル解決支援 
サービス詳細 

第1章　概要 
 
第1条（規約） 
1.​ 別紙３において定める規約は、当社が提供する「近隣トラブル解決支援」（以下｢本サ－ビス｣とし、別紙3内においては「近

隣トラブル解決支援」を指すものとします。）の提供及びその利用に関する規約（以下「会員規約」という）を定めるものです。
なお、「本サービス」は、第1章に定める「近隣トラブル解決支援サービス」と第2章に定める「生活再建費用補償サービス」を
合わせたサービスのことをいいます。 

2.​ 当社が提供する「●● by Pサポ」の運営元は株式会社ヴァンガードスミス（以下「VS社」という）であり、当社は、会員規約に
基づきVS社が運営する近隣トラブル相談サービスを契約者に提供します。 

3.​ 当社は運営上必要と判断した場合、本サ－ビスを利用する者の承諾を得ることなく、会員規約を変更することがあります。
この場合には本サ－ビスの利用条件は、変更後の会員規約に基づくものとします。 

4.​ VS社は、本サ－ビスの運営上、個別のサ－ビス毎にその利用約款や利用上の注意等の諸規定（以下｢諸規定｣という）を
設けることがあります。それらの諸規定は会員規約の一部を構成するものとします。 

5.​ 契約者は、会員規約の内容に同意して本サービスを利用するものとします。 
 
第2章　近隣トラブル解決支援サービス 
 
第2条（概要）  
近隣トラブル解決支援サービスは、契約者を対象として、契約者が被る第三者によるつきまとい被害、その他契約者が管理及び
居住する家屋等への不法侵入、SNS利用等に伴うトラブル、近隣の住民や事業者などとのトラブルに関して、その初期対応のア
ドバイスや解決のために必要な手続きの案内のほか、行政機関、専門家や専門相談窓口の紹介など、契約者に対し情報を提供
し、契約者のトラブル解決のサポートをするものとします。 
 
第3条（専門相談員） 
本サービスは、以前に警察官の職にあった者のうち、前条に記載するつきまとい、不法侵入、SNSトラブル、近隣トラブル等に精
通し、VS社が専門相談員としてふさわしい能力を有していると判断し、指定した相談員によってなされるものとします。 
 
第4条（利用資格） 
本サービスは、契約者に限り、利用できるものとします。 
 
第5条（利用方法） 
1.​ 契約者は、会員規約等に記載された内容等に従って、自らの責任と負担により、本サービスを利用するものとします。 
2.​ ご利用・受付時間は、平日の午前10時から午後6時30分まで（土、日、祝、年末年始を除く）とします。ご利用・受付時間以

外の時間帯は会員専用メールフォームにて受付し、翌営業日以降の対応とします。 
3.​ ご利用・受付時間内の利用方法は原則会員専用ダイヤルからのみとし、健康上の理由等やむを得ない場合を除き、利用資

格のある相談者本人からの電話連絡を必須とします。正当な理由なく電話連絡を不可とされる場合、相談を中止することが
あります。 

 
第6条（サービス内容） 
1.​ 契約者から専用ダイヤル、又は、専用メールフォームで相談・問い合わせのあった、第2条に記載するつきまとい、不法侵

入、SNSトラブル、近隣トラブル等に関する相談につき、下記の情報を提供することで、トラブル解決のサポートを行なうも
のとします。 

(1)​ トラブル解決のために必要な措置等の案内、注意点その他初期対応のアドバイス 
(2)​ 警察署、行政機関等の専門窓口、専門家等の案内 
(3)​ その他トラブル解決のサポートのために必要な情報 

2.​ 本サービスは、弁護士その他の法律専門家によって行なわれる法律相談や法的交渉ではなく、法律相談等以外の情報提
供その他の一般的なアドバイスを行なうものであり、何らかの法律事務を提供するものではありません。また、専門相談員
が契約者に代わって、第三者である相手方との交渉等を行うことは一切ありません。 

3.​ 本サービスにおいて、法的相談や法的交渉に及ぶ可能性のある相談については、VS社にて弁護士に相談のうえ、その対
応の可否を検討するものとします。 

4.​ 本サービスは、第三者によるつきまとい被害、その他契約者が管理及び居住する家屋等への不法侵入、SNS利用等に伴う
トラブル、近隣の住民や事業者などとのトラブルに関する相談であり、下記の事項についての相談は対象外とします。電話
相談中、サービス対象外の事項であるとVS社相談員が判断した場合には、相談を中止する場合があります。 

(1)​ 本サービスの契約期間以前に発生したトラブルの相談 
(2)​ 解決支援の対象とならない近隣との日常的なトラブルの相談 
(3)​ つきまとい行為とは直接関係のない恋愛に関する事項、信仰その他の精神的価値観に関する事項 
(4)​ 法令や社会通念に反する事項 
(5)​ その他、情報提供が著しく困難と認められる事項 
(6)​ その他、VS社が対象外と判断した事項 

 
第7条（相談方法等） 
1.​ 契約者は、近隣トラブル解決支援を受けるために、本相談ダイヤルを回数制限等なく利用できます。 
2.​ 近隣トラブル解決支援サービス相談窓口 
株式会社ヴァンガードスミス 
相談方法：別途契約者へ通知の専用ダイヤル、メールフォームによる 
（平日10:00～18:30　※土日祝、年末年始を除く） 



 
第2章　生活再建費用補償サービス 
 
第8条（サービスの概要） 
1.​ 生活再建費用補償サービスは、東京海上日動火災保険株式会社を引受保険会社、当社を保険契約者とする損害保険契

約により、不法侵入に遭われた契約者に対し、生活を再建するためにかかる費用を一定の範囲でお支払いするサービスで
す。 

2.​ 契約者は、生活再建に係る費用の支払いが発生するまでに所定の方法にて申請を行うものとし、既に支払いが発生してい
る場合には本費用負担の対象外とします。詳しくは、本サービス相談窓口にお問合せください。 

 
第9条（損害保険契約の主な内容） 
1.​ 日本国内に住む契約者が居住する建物または戸室（以下、対象戸室）の占有部分に対する不法侵入の被害に遭うことに

よって生じた損害に対して、次の保険金を5万円を限度に支払います。ただし、所轄警察署に被害届が受理された場合に限
ります。 

(1)​ 保険の対象である家財に生じた損害（損害保険金） 
(2)​ 対象戸室の鍵の交換費用（セキュリティ対策費用保険金（*）） 
(3)​ 事故の再発防止のためのセキュリティ機器（防犯カメラ、センサーライト、補助鍵、ガラス窓強化フィルム等）の賃借また

は購入費用（セキュリティ対策費用保険金（*）） 
（*）事故発生から30日以内に当社に通知され、かつ事故の発生から180日以内に支出した必要かつ有益な費用に限ります。 
2.​ 保険金を支払うのは、契約者ごとにサービス加入日から１年ごとに１回を限度とします。 
3.​ 契約者が加入している他の損害保険にて本条１と同様の保険金が支払わる場合には、本保険に優先して支払われるもの

とします。 
4.​ 契約者が本条にかかる保険金の支払を請求する場合は、当社での次の事項の確認を必須とします。 

(1)​ 警察に受理された被害届受理番号 
(2)​ 臨時費用ならびに事故再発防止費用の支出にかかった領収書等の提出 

 
第10条（保険金をお支払いしない主な場合） 
次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。 
(1)​ 本サービス開始日から30日以内に発生した事故による損害 
(2)​ 本サービス開始日より前に既に発生していた事故による損害 
(3)​ 被害届または申出が警察に受理されていない事故による損害 
(4)​ 契約者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 
(5)​ 前記（４）に掲げる者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者（その者が法人である

場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な
過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。 

(6)​ 契約者の親族の故意によって生じた損害。ただし、契約者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定を適用し
ません。 

(7)​ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害  
(8)​ 下記の物の損害 

1​ 船舶、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 
2​ 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 
3​ 移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属

品 
4​ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するもの 
5​ 動物および植物 
6​ 印紙、切手 
7​ 通貨等、預貯金証書､クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネーその他これらに準ずるもの 
8​ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずるもの 
9​ 高額貴金属等 
10​ 手形、小切手その他の有価証券 
11​ 法令により契約者の所有または所持が禁止されているもの 
12​ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 
13​ 乗車券等 

(9)​ 下記の事由に起因する損害 
1​ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの保険の対象を収容する建物内への吹き込み、浸み込みまたは漏入に

よって生じた損害（以下「吹き込み等損害」といいます。）。 
2​ 契約者または契約者側に属する者（契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその

他の機関をいいます。）の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害 
3​ 土地の沈下、移動、隆起、振動等によって生じた損害 
4​ 保険の対象が対象戸室の建物内に収容されていないときに生じた損害 

(10)​ 保険の対象である家財のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害に対しては、保険金を支払いません。 
1​ 弦のみまたはピアノ線のみが切断した場合の弦またはピアノ線の損害 
2​ 打楽器の打皮のみが破損した場合の打皮の損害 
3​ 音色または音質の変化の損害 

(11)​ 保険の対象である家財のうち、液体、粉体、気体等の流動体に生じたコンタミネーション、汚染、他物の混入、純度の低下、
変質、固形化、化学変化もしくは品質の低下または分離もしくは復元が不可能もしくは困難となる等の損害に対しては、保
険金を支払いません。 

 



別紙4 
 

家電無料引き取りサービス 
サービス詳細 

 
第1条（本サービス） 
本サービス（別紙4内においては「家電無料引き取りサービス」のことをいいます。）は、当社が契約者に対して、オンライン上で当
社指定業者（廃棄物処理業者または古物商許可業者）を仲介するサービスになります。 
 
第2条（商品の取扱いおよび対象製品について） 
1.​ 引き取り対象となる製品は以下の通りになります。 
対象製品：テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具、携帯電話端末、ＰＨＳ端

末その他の無線通信機械器具、ラジオ受信機及びテレビジョン受信機（テレビ本体を除く）、デジタルカメラ、ビデ
オカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具、デジタルオーディオプレーヤー、ステレオ
セットその他の電気音響機械器具、光ディスク装置その他の記憶装置、パーソナルコンピュータ、磁気ディスク装
置、プリンターその他の印刷装置、ディスプレイその他の表示装置、電子書籍端末、電動ミシン、電気グライン
ダー、電気ドリルその他の電動工具、電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具、ヘルスメーターその他
の計量用又は測定用の電気機械器具、電動式吸入器その他の医療用電気機械器具、フィルムカメラ、ジャー炊
飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具（電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。）、扇風機、電気除湿機そ
の他の空調用電気機械器具（エアコンディショナーを除く。）、電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛
生用の電気機械器具（電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。）、電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機
械器具、ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具、電気マッサージ器、ランニングマシンそ
の他の運動用電気機械器具、電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具、蛍光灯器具その他の電気照明器
具、電子時計及び電気時計、電子楽器及び電気楽器、ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 

2.​ 契約者は、対象製品の回収を希望する場合、契約者が以下の2つの方法のうち１つを選んで当社に対して申し込みくださ
い。 

(1)​ 契約者の登録住所での引き取り 
(2)​ 当社指定場所への郵送 

3.​ 契約者が前項第1号の方法を選択する場合、コンテンツ「●●」からお申し込みください。当社指定業者から契約者に対して契
約者の登録住所への訪問日時、対象製品等について連絡したうえで回収に伺います。 

4.​ 契約者が本条第2項第2号の方法を選択した場合、以下の専用窓口に対象製品等にご連絡いただいたうえで、送付先住所
宛にご送付をお願いいたします。なお、送付に関しては契約者の責任において実施してください。また送料は当社負担（着
払い）にてご送付ください。 

 
専用窓口Tel：03-6903-1745 
送付先住所　：〒171-0014 
東京都豊島区池袋2-16-2　魚又ビル1階 
家電無料引き取りセンター宛 

 
第3条　（データの取扱いについて） 
1.​ 対象製品にデータ等が記録されている場合、前条第2項の申込までに、契約者の責任においてデータ消去していただきま

すようお願いいたします。  
2.​ 回収した対象製品は、当社指定業者（廃棄物処理業者または古物商許可業者）が直接回収・引取りのうえ処分いたします。

したがって、回収した対象製品について、当社には回収・処分の権限はなく、また当社指定業者に対してもご返却請求でき
ませんので、あらかじめご了承ください。また、万一、残存データ等の消去もしくは流出または物理的な破壊により契約者に
損害が生じた場合でも、当社及び当社指定業者（廃棄物処理業者または古物商許可業者）は一切の責任を負いかねます
ので予めご了承ください。 


